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(57)【要約】
本発明は、写真又はフィルムカメラレンズアセンブリ又
は写真又はフィルムカメラのための絞り装置において、
絞り装置が、長軸及び短軸を固定した楕円状の開口部（
２，２'，２''）を少なくとも部分的に画定する手段（
１，１'，１''）を有し、これにより、楕円状の開口部
（２，２'，２''）が垂直方向に整列する場合に、アナ
モルフィックレンズから知られる審美的な画像効果が非
焦点領域で生成されることを特徴とする、絞り装置に関
する。絞り装置は、従来のアイリス絞りをさらに備える
ことができる。楕円状の開口部は、固定された楕円状の
開口部を有するディスク（1）又は線形絞りを形成する
薄板（1'、1''）によって形成され、これは楕円状の開
口部の長軸に対して垂直に移動することができる。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　写真又はフィルムカメラレンズあるいは写真又はフィルムカメラのための絞り装置にお
いて、前記絞り装置が、主軸及び副軸を固定した楕円状の開口部（２，２'，２''）を少
なくとも部分的に画定する手段（１，１'，１''）を有することを特徴とする、絞り装置
。
【請求項２】
　前記楕円状の開口部（２，２'，２''）の主軸が垂直であることを特徴とする、請求項
１に記載の絞り装置。
【請求項３】
　前記手段（１，１'，１''）に加えてアイリス絞りをさらに備えることを特徴とする、
請求項１又は２に記載の絞り装置。
【請求項４】
　前記手段（１）が、固定された前記楕円状の開口部（２）を有するディスク（１）を備
えることを特徴とする、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の絞り装置。
【請求項５】
　前記楕円状の開口部（２）の主軸が、完全に開いた前記アイリス絞りの直径以下であり
、それにより、絞り込み時の前記絞りの光の透過は、前記アイリス絞りが完全に開いた時
の最初の楕円形状（２）から前記アイリス絞りの円形ブレード（１４）により画定される
円形に向かって発展することを特徴とする、請求項３及び４に記載の絞り装置。
【請求項６】
　前記手段（１'）が、それらの間に前記楕円状の開口部（２'）を画定する２つのブレー
ド（１'）を含み、前記ブレードが、絞り込み時に、前記楕円状の開口部の主軸に垂直な
方向に互いに向かって直線的に移動して、前記楕円状の開口部（２'）が狭くなることを
特徴とする、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の絞り装置。
【請求項７】
　前記楕円状の開口部（２'）の主軸が、完全に開いた前記アイリス絞りの直径以下であ
り、それにより、前記アイリス絞りが完全に開いた時の最初の楕円形状（２'）からの絞
り込み時の前記絞りの光の透過及び前記ブレード（１'）により画定された線形絞りの光
の透過は、漸増的に狭くなり、前記アイリス絞りの円形ブレード（１４）によりその上端
及び下端で境界を接するようになることを特徴とする、請求項３及び６に記載の絞り装置
。
【請求項８】
　前記ブレード（１'）の直前又は直後の光軸の方向において、回転リング（９）にこれ
と一緒に回転できるように結合されるか、適切なグリップ要素を介して直接に回転できる
カバーリング（６）をさらに備え、前記カバーリング（６）が開口部（７）及び２つの湾
曲溝（８）を有し、前記湾曲溝の各々には、前記カバーリング（６）に面する側で各前記
ブレード（１'）に設けられたピン（１３）が係合し、前記回転リング（９）の回転中に
前記ブレード（１'）が直線的に互いに向かって又は離れるように動くことを特徴とする
、請求項６又は７に記載の絞り装置。
【請求項９】
　前記カバーリング（６）から離れて面する前記ブレード（１'）の側に、さらなる安定
性を与えるために前記ブレード（１'）が静止する開口部を有する固定背部（３）がさら
に設けられていることを特徴とする、請求項８に記載の絞り装置。
【請求項１０】
　前記背部（３）は、前記ブレード（１'）がその直線運動をさらに支持されるように、
各前記ブレード（１'）の前記背部（３）に面する側に設けられた突起部が係合する２つ
のガイド（４）をさらに備えていることを特徴とする、請求項９に記載の絞り装置。
【請求項１１】
　前記手段（１''）が、前記楕円状の開口部（２''）の対向する長手方向側面をそれらの
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間に画定する２つのブレード（１''）を備え、前記ブレードが、絞り込み時に、前記楕円
状の開口部の主軸に垂直な方向に互いに向かって直線的に移動して、前記楕円状の開口部
（２''）が狭くなることを特徴とする、請求項１ないし３のいずれか１項に記載の絞り装
置。
【請求項１２】
　前記楕円状の開口部（２''）の主軸が、完全に開いた前記アイリス絞りの直径以下であ
り、それにより、前記アイリス絞りが完全に開いた時の最初の楕円形状（２''）からの絞
り込み時の前記絞りの光の透過及び前記ブレード（１''）により画定される線形絞りの光
の透過は、漸増的に狭くなり、前記アイリス絞りの円形ブレード（１４）によりその上端
及び下端で境界を接するようになることを特徴とする、請求項３及び１１に記載の絞り装
置。
【請求項１３】
　前記ブレード（１''）が、前記アイリス絞りのベース本体（５）の両側に固定され、そ
れにより前記ベース本体（５）の外周方向に付勢されるとともに、ピン及び溝又は穴によ
って、又はそれぞれの前記円形ブレードを取り囲むクランプによって前記アイリス絞りの
前記円形ブレード（１４）に接続された中心の方向に付勢され、前記アイリス絞りの回転
リング（９）の回転中に前記ブレード（１''）が直線的に互いに向かって又は離れるよう
に動くことを特徴とする、請求項１２に記載の絞り装置。
【請求項１４】
　中心に向かう前記ブレード（１''）の輪郭が、凹状又は直線状であることを特徴とする
、請求項１１ないし１３のいずれか１項に記載の絞り装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、写真又はフィルムカメラレンズあるいは写真又はフィルムカメラのための楕
円状の絞り装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　写真及びフィルムカメラレンズは、通常、幾つかの絞りブレードから成る円形のアイリ
ス絞りを備え、全ての絞りには、レンズの軸線を横切るほぼ円形の開口部が設けられてい
る。球面レンズから成るレンズの品質が、記録される画像において可能な限り少ない収差
に適合されるべき場合には、全ての絞りにわたり円形が望ましい。
【０００３】
　他方、逆に、記録される画像の収差又は離反（Verfremdung）（alienation）が達成さ
れるべき用途があり得る。例えば、これは、付属品を用いて、又はレンズ自体の構成によ
って行うことができる。後者の場合、所望の歪み（例えば魚眼レンズなど）を達成するよ
うにレンズを設計することができる。しかし、全く異なる理由から、レンズが副作用とし
て離反につながる構造を持つ場合もあり、これはアナモルフィックレンズの場合である。
【０００４】
　簡単に「アナモルフォト」とも呼ばれるアナモルフィックレンズは、１９５０年代から
映画業界で知られている。その後急速に発展しているテレビの影響を受けて、映画業界は
この時から、特に質的面ではテレビから遠ざかるように、ワイドスクリーン形式の映画を
制作し始めた。例えば、２０世紀フォックスは、アナモルフィックレンズを使用して水平
方向に広い画像を撮影し、従来のフィルムで利用できるスペースに合わせるように、水平
方向に画像を圧縮してフィルム素材に記録するシネマスコープ方式を導入した。投影の際
、フィルム上に圧縮された画像は、第２のアナモルフィックレンズを使用して再び水平方
向に引き伸ばされ、最終的な結果は、映画スクリーンに投影されるワイドスクリーン画像
となる。アナモルフィックプロセスは、従来のフィルム形式を使用しながら、より広い投
影形式が達成されるように使用される。
【０００５】
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　この水平方向の圧縮及び引き伸ばしを達成するために、アナモルフィックレンズは、直
交する異なる焦点距離、例えば二重のアナモルフィックで水平方向に５０ｍｍ及び垂直方
向に１００ｍｍ、すなわち圧縮係数２を有するアナモルフィック、を有する円柱レンズを
含む。これらの円柱レンズは、球面光学系の前に付属品のように配置されると、広角対物
レンズのように作用し、従って、光学系全体、すなわちｚ方向、の被写界深度を増加させ
るが、光学系の横方向の軸線、すなわちｘ方向の水平方向の圧縮、の１つに沿ってのみで
あり、この効果は他の横方向の軸線、すなわちｙ方向に垂直な水平方向の圧縮、には生じ
ない。これは、記録される画像のぼかし領域の永続的な離反又は抽象化につながる。焦点
面の外側では、曖昧なオーバルグラディエントが形成され、オーバルグラディエントとし
て歪むことによりぼかし領域の全ての詳細に影響を与えており、明るい円形ディスクとし
てではな楕円形として描かれるスポットライトにも、同じことが当てはまり、この離反は
、完全に逆転させることはできず、水平方向に再び引き伸ばしする投影の第２アナモルフ
ィックレンズを適用しても依然として残る。従って、投影後、すなわち第２のアナモルフ
ィックレンズを使用する場合、の焦点面内の物体及び人物は、所望のように歪みのない状
態で表示されるが、ぼかし領域が上記の残余抽象化を有するため、ぼかし領域ではより細
く見える。これに関連して、円柱レンズは、球面光学系の背後に配置することもできるが
、上記の効果がないことに留意されたい。この効果の強さは、圧縮係数による、すなわち
、アナモルフィックレンズの２つの焦点距離の比に依存する。焦点距離が長くなり圧縮係
数が大きくなればなるほど、その効果は強くなる。
【０００６】
　このぼかし領域の離反や抽象化は、最初はワイドスクリーンフィルムの副作用として受
け入れられたが、ここ数年の間に崇拝されてきた非常に望ましい視覚的美観に発展した。
例えば、アナモルフィックレンズは、この効果を生み出すためにしばらくの間撮影するた
めに使用されており、２の圧縮係数が画像の審美的効果にとって最適であると考えられて
いる。
【０００７】
　しかし、アナモルフィックレンズにも望ましくない欠点がある。円柱レンズが記録球面
光学系の前に配置されて上述の絵画的美的効果を生じる場合、アナモルフィックレンズの
円柱レンズは樽型の幾何学的歪みをもたらし、その結果、特に短い焦点距離では、直線の
かなり混乱する湾曲を生じる。その上、収差、すなわち、完全に開いた絞りでは目立たな
い画像視野の上下領域、角部及び側縁部での不鮮明さが生じる。さらに、アナモルフィッ
クレンズは、最も近い焦点距離が制限され、レンズ速度がより遅い。その上、焦点合わせ
時及びディジタル記録時に画像部分が変化し、圧縮画像部分に対応する適合センサが必要
となる。最後に、アナモルフィックレンズは原則として製造コストが高く、ロバスト性が
低く、大きさと重量が大きいために取り扱いが不便である。
【０００８】
　従って、上述のアナモルフィックレンズの絵画的美観、すなわち記録される画像のぼか
し領域の離反又は抽象化を実現する必要はあるが、これらレンズの欠点を受け入れる必要
はない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、アナモルフィックレンズの画像の美観、すなわち記録される
画像のぼかし領域の離反又は抽象化を保持しながら、より良好な画像品質をもたらすとと
もに、生産が容易で、使用が容易であり、操作がより柔軟である、フィルム産業のための
光学系を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　これは、本発明によれば、写真又はフィルムカメラレンズあるいは写真又はフィルムカ
メラのための絞り装置において、絞り装置が、主軸及び副軸を固定した楕円状の開口部を



(5) JP 2018-521361 A 2018.8.2

10

20

30

40

50

少なくとも部分的に画定する手段を有することを特徴とする絞り装置により、達成される
。
【００１１】
　本発明の絞り装置の他の有利な特徴は、従属請求項に開示されている。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】先行技術のアナモルフィックシステムで３５ｍｍフィルムに撮像された元来円形
の物体を示す。
【図２Ａ－２Ｅ】アイリス絞りの異なる絞りにおける本発明による絞り装置の第１の実施
例を示す。
【図３Ａ】本発明による絞り装置の第２の実施例を上から見た斜視図を示す。
【図３Ｂ】図３Ａの絞り装置の背部を示す。
【図３Ｃ】図３Ａの絞り装置の線形絞り部分の２つのブレードのうちの１つを示す。
【図３Ｄ】図３Ａの絞り装置の閉鎖リングを示す。
【図３Ｅ】図３Ａの絞り装置の回転リングを示す。
【図４Ａ－Ｆ】アイリス絞りの異なる開口部における第２の実施例による絞り装置を示す
。
【図５】本発明による絞り装置の第３の実施例を示す。
【図６Ａ－Ｆ】図６Ａ－図６Ｅは、アイリス絞りの異なる絞りにおける第３の実施例によ
る絞り装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、二重の水平方向の圧縮係数を有する、すなわち二重のアナモルフィックを使用
する物体が先行技術に従って示されている従来の３５ｍｍフィルムを示す。元来の物体は
円形であったが、二重の水平方向の圧縮のために、現在は楕円形になっている。その後の
投影のために、さらに二重のアナモルフィックレンズを使用して、５０秒で使用される上
述のシネマスコープシステムと同様に、フィルム画像を整流し、ワイドスクリーン画像を
得る。上述したように、焦点領域内のそれらの物体及び人物は、投影中に必要に応じて整
流されるが、ぼかし領域では離反が保持される。従って、この場合、フィルム上に位置す
る楕円からの投影は、焦点領域にあるときは円に戻されるが、ぼかし領域にあるときは楕
円が再び完全に円にならない。描写される物体が人物である場合、この人物は、ぼかし領
域にいるときには、より細く見える。すでに述べたように、ワイドスクリーンのフィルム
で最初に受け入れられたこの副作用は、素早く所望の画像の美観に発展した。
【００１４】
　本発明の発明者は、驚くべきことに、別の点で技術的な応用及び光学系に関して不利で
あるアナモルフィックレンズの代わりに、長手方向軸線が垂直である楕円状の絞り装置を
、従来の球面対物レンズに備えることにより、この効果が達成できることを見い出した。
用語「楕円状」は、ここでは、純粋な楕円と、細長く湾曲した要素を有する全ての形態と
の両方を含むように意図されており、従って、「長軸」及び「短軸」という楕円から知ら
れている用語は、同様に、楕円形状の長い軸線に対して「主軸」及び短い軸線に対して「
副軸」を指定することにより、これらの形態に変換される。冒頭で説明したように画像の
審美的効果の原因となるアナモルフィックレンズの圧縮係数は、楕円に変換されると、主
軸と副軸の比に対応し、同様に、上記の意味で楕円状の形態に変換することができるが、
アナモルフィックレンズのような記録される画像の実際の圧縮は行われない。上述のよう
に、２の圧縮係数が画像の審美的効果に最適であることが分かっているので、これは、楕
円状の開口に対して、２：１の主軸と副軸の比に対応する。
【００１５】
　技術水準による通常のアイリス絞りは、幾つかのブレード、特に円形のブレードが挿入
される固定のベース本体から成る。円形ブレードの各々は、三日月形の輪郭を有し、その
上端及び下端に、円形ブレードの対向する端部に位置する円筒状ピンを有する。一方のピ
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ンはベース本体に挿入されて、円形ブレードがこのピンの周りを回転運動し、他方のピン
は回転リングのスロット内に案内され、回転リングのスロットの数は円形ブレードの数に
一致する。回転リングが回転する方向に応じて、円形ブレードは、ベース本体内に配置さ
れたピンの周りでそれぞれ回転され、回転リングの溝内に案内されて、互いの方向に又は
互いに離れる枢動を行い、その結果、アイリス絞りの絞り込み又は開放に対応する、円形
ブレードによって画定される絞りの閉鎖又は開放をもたらす。
【００１６】
　第１の実施例では、本発明による楕円状の絞り装置は、主軸が垂直である固定の楕円形
開口部２を有する追加の不動ディスク１を備えた従来のアイリス絞りを含む。ディスクは
、ｚ方向、すなわち光軸の方向、にアイリス絞りの前方又は後方に配設することができる
。図２Ａ－２Ｅは、この構成の一例を示しており、アイリス絞りが徐々に絞り込まれる。
図２Ａにおいて、アイリス絞りは完全に開いており、楕円の主軸は完全に開いたアイリス
絞りの直径以下であるので、ディスク１の楕円形開口部２が完全に実現する。図２Ｂ－図
２Ｅに示すように絞る際、最終的に、絞り込まれたアイリス絞りの直径が、楕円の副軸と
正確に同じ大きさである（図２Ｄ）又はそれよりも小さくなる（図２Ｅ）まで、アイリス
絞りはディスク１の楕円形開口部２を漸増的に覆う。
【００１７】
　最初、すなわちアイリス絞りが開いているか又はわずかに絞り込まれている時は、完全
に楕円形の光の透過が得られ（図２Ａ参照）、最後、すなわちアイリス絞りが極度に又は
完全に絞り込まれた場合には、完全に円形の光の透過が生じる（図２Ｄ及び２Ｅ参照）。
図２Ｂ及び２Ｃによる中間ステップのように、本発明による絞り装置の最初の楕円形の光
の透過は、絞り込むと、ますますうずくまり、すなわち、より円形となる。これは、絞り
込むと、光学系の被写界深度が大きくなり、アナモルフィックレンズの上述した画像の審
美的効果を特徴とするぼかし領域を減少させるので、或る場合には望ましい効果であり得
る。これは、アナモルフィックファクタ、すなわち水平方向の圧縮係数を低減することに
よって、補償することができる。上述したように、アナモルフィックレンズによる水平方
向の圧縮及び引き伸ばしは、直角方向に異なる焦点距離を有し、ｘ方向に水平に広角効果
をもたらす円柱レンズによって達成され、これにより、ｘ方向に水平な全光学系、すなわ
ちｚ方向、の被写界深度が増大する。この被写界深度の拡張は、水平方向の圧縮係数が小
さいほど顕著ではない。すなわち、この係数が１に近づくほど、圧縮が完全になくなるま
で減少し、元の円形に戻る。さらに、これは、楕円状の絞り装置に変換されると、絞り込
み時に第１の実施例による本発明の絞り装置の円形の光の透過が増加することに対応する
。もちろん、このようにして、ｘ方向及びｙ方向の異なる被写界深度によって正確に生成
される画像の審美的効果は低減されるが、それが生じる領域は拡大される。
【００１８】
　ディスク１の楕円形開口部２とアイリス絞りとの間のサイズ比は、図２Ａ－２Ｅに示す
ものとは異なっていてもよい。楕円形開口部２は、例えば、最初、すなわちアイリス絞り
が完全に開いている時から、純粋な楕円形の光の透過が利用できないように、より大きく
てもよい。さらに逆に、例えば光条件による絞り込みが重要でなく、純粋な楕円形が常に
望ましい場合、アイリス絞りは完全に省略することができる。最後に、ディスク１の開口
部２は純粋に楕円形である必要はなく、概ね楕円形であってもよい。
【００１９】
　ディスク１の楕円形開口部２、ひいてはその軸の方向が固定されていることは、画像の
美観にとって最も重要であり、このようにして、ぼかし領域、特に人物における上述の「
スリミング効果」が達成されるのである。もちろん、垂直方向の圧縮に対応する、楕円形
開口部２の主軸が水平に延びているとき、反対の効果、すなわちぼかし領域における人物
の「肥大化」を達成することができる。
【００２０】
　本発明による絞りの第２の実施例を図３Ａ－Ｅ及び図４Ａ－Ｆに示す。第１の実施例の
場合と同様に、さらなる絞り要素によって補足されるアイリス絞りが提供される。アイリ
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ス絞りの前方又は後方におけるｚ方向、すなわち光軸の方向、には、中央に開口部を有す
るディスク形状の固定背部３と、２つのガイド４、例えばエッジの形状、とがあり、アイ
リス絞りの本体５に強固に結合されている（図３Ａ及び図３Ｂ参照）。さらに、カバーリ
ング６が、背部３のアイリス絞りから離れて面する側に設けられ、開口部７及び２つの湾
曲スロット８を有し、且つ、背部３とは対照的に回転可能である。アイリス絞りの回転リ
ング９は、背部３のそれぞれの溝１１を通りカバーリング６の２つの穴１２内に延びる２
つのピン１０を有し（図３Ａ及び３Ｅ参照）、回転リング９が回転されると、カバーリン
グ６が回転する。カバーリング６と背部３との間には、各々が他方のブレードに面する端
縁に半楕円を形成する２つのブレード１''があり、従って、アイリス絞りが完全に開いた
ときに、ブレードはそれらの間に完全に楕円形の開口部２'を形成する（図３Ａ及び３Ｃ
及び図４Ａ参照）。カバーリング６に面する側では、ブレード１'の各々は、カバーリン
グ６のそれぞれの溝８内を移動するピン１３を有し、回転リング９、ひいてはカバーリン
グ６が回転されると、その回転運動が両方のブレード１'の直線運動に変換され、その結
果、２つのブレード１'の間に画定される開口部２'が、それらの直線的な水平の、従って
最初の楕円形開口部の主軸に垂直の、互いに内方に向かう移動によって縮小され、ブレー
ドはリニアシャッターのように動作して絞り込みを行う。従って、アイリス絞りの絞り込
みは、同時に、ブレード１'によって画定される線形絞りの絞り込みをもたらす。２つの
ブレード１'は、背部３のそれぞれのガイド４の半径方向外方縁部で移動することができ
、又は、ブレードの各々は、背部３に面する側に、背部３のそれぞれのガイド４内を移動
する突起を有することができ、それにより、ブレード１'はさらにその直線運動を支持さ
れる。
【００２１】
　アイリス絞りの円形ブレード１４と線形絞りのブレード１'とのこの重ね合わせによっ
て、図４Ａ－図４Ｆに示すように、楕円形の光の透過は全絞り込み工程で達成される。図
４Ａにおいて、アイリス絞りは完全に開いており、リニアシャッターの絞り２'は完全に
楕円形であり、すなわち、アイリス絞りはまだ有効ではない。図４Ｂは、アイリス絞りが
依然として有効ではない絞り込みの第１段階を示しているが、２つのブレード１'を一緒
に押すことによるリニアシャッターの開口部２'は、上端及び下端に先端を示し、従って
もはや完全に楕円形ではなく、むしろ概ね楕円形である。さらに絞り込むと、図４Ｄに示
すように、アイリス絞りは遊びを有し、楕円形開口部２'の先端を「丸み付けする」よう
になり、２つのブレード１'を互いに対して漸進的に押し込むことにより、ますます顕著
になる。アイリス絞りを介する線形絞りの開口部２'の上端及び下端のこの「丸み付け」
は、さらに閉じるとともに、図４Ｄ－４Ｆに示すように絞り込みが進むにつれて増大する
。
【００２２】
　初期、すなわちアイリス絞り及び線形絞りが開いている時には、完全に楕円形の光の透
過が得られ（図４Ａ参照）、絞り込みの間は、漸増的に狭くなる概ね楕円形の光路が存在
し、この光路は、右側及び左側を線形絞りの湾曲により、また上端及び下端をアイリス絞
りの湾曲によって限界を定められる（図４Ｅ及び４Ｆ参照）。また、図４Ｃ及び４Ｄに示
すように中間工程から集められるように、本発明による絞りの最初の完全に楕円形の光の
通過は、絞り込むと、常に狭く又は細くなる一方、上端はますます平坦になる。絞り込み
時の光の透過のこの狭小化は、第１の実施例の絞り込み挙動であり、或る場合には望まし
く、例えば、画像の審美的効果の量、すなわち上述のアナモルフィックレンズの画像の審
美的効果によって特徴付けられるぼかし領域の大きさ、が少ない、むしろその品質である
場合、第１の実施例で説明したように、絞り込み時の光学系の被写界深度が大きくなり、
ぼかし領域が小さくなり、これはアナモルフィックファクタ、すなわち水平方向の圧縮係
数が低減されることによって補償されるが、それは画像の審美的効果そのものを犠牲にし
ており、一方、画像の審美的効果自体が強化されるべきであり、水平方向の圧縮係数を増
加させなければならないが、それは画像の審美的効果の程度又は量を犠牲にしている。
【００２３】
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　ブレード'の直線運動は、回転リング９と、カバーリング６及びカバーリング６の溝８
内に案内されたブレード１'のピン１３との連結を介する以外の方法で行うこともでき、
本発明の概念の実施に不可欠であるのは、楕円状の開口部２'の主軸がその向きを変えな
いように、ブレード１'の直線運動だけである。楕円状の開口部の軸線方向を維持するこ
との重要性は、第１の実施例に関連して既に論じられている。また、背部３は、本発明の
概念の実施のための必須の構成要素ではないが、唯一、可動ブレード１'にさらなる安定
性を与える建設的な手段であり、他方でブレード１'に対する最大の安定性が望まれる場
合、背部３の開口部は、最大の接触面を達成するようにブレード１'間の最大の楕円形開
口部２'に一致させることができる（図３Ｂに示す）。
【００２４】
　第１の実施例の場合と同様に、上述の２つのブレード１'によって画定される線形絞り
の楕円形の開口部２'とアイリス絞りとのサイズ比は、図４Ａ－４Ｆに示されたものと異
なっていてもよい。楕円形の開口部２'は、例えば、線形絞りの光の透過の上端及び下端
の「丸み付け」が進んだ絞り込み時にのみ生じるように、より小さくてもよく、又はその
逆に、絞り込み時に先端が光の透過の上端及び下端に存在しないように、より大きくても
よい。さらに、初期でのディスク１の開口部２は純粋に楕円形である必要はなく、概ね楕
円状であってもよい。最後に、アイリス絞りを完全に分配することも可能であり、その場
合、回転リング９はカバーリング３を回転させるためだけに役立ち、又は、カバーリング
は適切なグリップ要素によって直接回転され、絞り込はブレード１'直線変位によっての
み生じる。
【００２５】
　本発明による絞りの第３の実施例を図５及び６Ａ－Ｆに示す。第１及び第２の実施例の
場合と同様に、さらなるブレード要素によって補足されるアイリス絞りが設けられる。図
５から、アイリス絞りの本体５の左側及び右側の円形ブレード１４に加え、例えばスプリ
ング１５により本体５の外周の方向に付勢された更なるブレード１''がそれぞれ取り付け
られており、一方、中心の方向では、ブレード''は、例えばそれぞれの円形ブレード１４
を取り囲むクリップによってアイリス絞りの円形ブレード１４に取り付けられる。ブレー
ド１''の取り付け及び支持の別のタイプは、アイリス絞りの幾つかの円形ブレード１４の
ピン及び溝又は穴を介してブレードを固定し得る。左右のブレード１''は楕円形開口部２
''の長手方向側部を画定し、その開口部の上下の境界はアイリス絞りの円形ブレード１４
によって画定される。中心に向かうブレード１''の輪郭は、凹状又は直線状とすることが
できる。アイリス絞りが閉じられると、ブレード１''は、水平方向に、従って楕円状の開
口部の主軸に対して垂直に、互いに向かって直線的に移動する。このように、アイリス絞
りの絞り込みは、第２の実施例と同様に、ブレード１''によって画定される線形絞りの絞
り込みと同時に、ブレードを互いに向かって直線的に動かすことをもたらす。
【００２６】
　アイリス絞りの円形ブレード１４と線形絞りのブレード１''とのこの重なりの結果とし
て、図６Ａ－６Ｆに示すように、全絞り込み工程を介して楕円状の光の透過が得られる。
既に開いている状態では、円形のアイリス絞りがその右側及び左側では線形絞りのブレー
ド１''によって、すなわち内側の輪郭が直線で実行されることによって覆われ、水平方向
に狭くなっているので、光の透過は既に楕円形で、ほぼ円形である。第２の実施例と同様
に、図６Ｂ－６Ｆに示すように、楕円形の光の透過は、２つのブレード１''が互いに押し
付けられるにつれて、より狭くなる。
【００２７】
　最後に、すなわちアイリス絞り及び線形絞りを強く又は完全に絞り込むと、第２の実施
例の場合と同様に、狭い楕円形の光の透過は、線形絞り２のブレード１''の内側輪郭によ
り右側及び左側を特徴付され且つアイリス絞りの曲率によって上端及び下端を特徴付され
て得られる。絞り込み時の光の透過のこの狭小化は、第２の実施例に関連して既に説明し
たように、特定の用途、例えば、画像の審美的効果の量、すなわち上述したアナモルフィ
ックレンズの特徴的な画像の審美的効果であるぼかし領域範囲の大きさ、が少なく、その
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【００２８】
　ブレード１''の直線運動は、本体５の外面とアイリス絞りの円形ブレード１４との結合
を介する以外の方法で行うこともできる。本発明の概念の実施に不可欠であるのは、楕円
状の開口部２''の主軸がその向きを変えないように、ブレード１''の直線運動だけである
。楕円状の開口部の軸線方向を維持することの重要性は、第１の実施例に関連して既に論
じられている。
【００２９】
　第１及び第２の実施例の場合と同様に、線形絞りの２つのブレード１''によって画定さ
れる楕円状の開口部２''とアイリス絞りとのサイズ比は、図６Ａ－６Ｆに示されたものと
異なっていてもよい。楕円状の開口部２''は、例えば、光の透過の「スリミング」がより
大きくなるように小さくすることができる。さらに、アイリス絞りを完全に分配すること
も可能であり、その場合、楕円状の開口部２''の上方領域は、アイリス絞りの円形ブレー
ド１３によって形成されるのではなく、固定された丸い開口部を有するディスクによって
形成され、また、絞り込みはブレード１''の直線変位のみによるものであり、ブレードは
、例えば湾曲した溝８を有する第２の実施例のカバーリング６に類似する適切な装置によ
って、保持され移動することができる。
【００３０】
　本発明の発明概念の例とみなされる上述の全ての実施例について、アナモルフィックレ
ンズから既知の画像美観を実現するが、アナモルフィックレンズよりも明らかな利点を有
することは真実である。第１に、アナモルフィックレンズの光学収差、すなわち、特に短
い焦点距離で直線の非常に厄介な湾曲に至る樽型の幾何学的歪みが回避されるとともに、
絞りが完全に開いているときに破壊的に顕著である、視野の上下の領域、角部及び側縁部
でのぼかしによって引き起こされる収差が回避される。さらに、本発明は、より高速でよ
り大きな接写限界を有するよりシャープなレンズを使用することを可能にし、アナモルフ
ィックレンズの場合のように、焦点合わせに伴って画像部分が変化しない。さらに、記録
される画像の実際の圧縮がないので、アナモルフィックレンズによって圧縮される画像部
分に対応する整合センサは必要とされない。その上、本発明の絞り装置は、球面レンズの
みから成る従来のレンズで使用することができるので、サイズ及び重量によるアナモルフ
ィックレンズの厄介が回避される。このため、アナモルフィックレンズの複雑な製造プロ
セスを回避しながら、球面レンズ又はそのカメラシステムを容易に変換することができる
ので、光学系全体も安価であり、これはロバスト性の低下にもつながる。さらに、アナモ
ルフィックレンズのように、レンズを交換する必要なしで、絞り込み時に楕円状の絞り装
置の形状を変える際に、実施形態に応じて圧縮効果を変えることができるので、本発明に
よる絞り装置は、より高い柔軟性を可能にしている。
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